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平成30年琴浦町条例第  号 

 

琴浦町地酒で乾杯を推進する条例(案) 

 

(目的) 

第１条 この条例は、豊かな自然や歴史と伝統に育まれた本町並びに鳥取県中部地域で

製造されている日本酒その他の酒類（以下「地酒」という。）による乾杯を推進するこ

とで酒造業の伝統を守り、その他関連産業の振興に寄与することを目的とする。 

(町の役割) 

第２条 町は、地酒による乾杯を推進することにより、地酒の普及に取り組むよう努め

るものとする。 

(事業者の役割) 

第３条 地酒の生産又は販売を業として行う者(以下「事業者」という。)は、町及び他

の事業者並びに原料である酒米の供給者と相互に協力することにより、地酒による乾

杯を推進し、日本酒産業の振興及び地酒の普及に取り組むとともに、地酒に関する知

識の普及に努めるものとする。 

(町民の協力) 

第４条 町民は、町及び事業者が行う地酒による乾杯を推進する取組及び地酒の普及に

関する取組に協力するとともに、地酒に関する理解を深めるよう努めるものとする。 

(嗜好等への配慮) 

第５条 町、事業者及び町民は、この条例の実施に当たり、地酒に対する個人の嗜好及

び飲酒に対する個人の意思を尊重するよう配慮するものとする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


